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山形県が発注する豚熱ワクチン及び公益社団法人山形県畜産協会が発注する動物用

ワクチンの入札等の参加業者に対する排除措置命令及び課徴金納付命令等について 

 

令和７年３月１３日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

公正取引委員会は、山形県が発注する豚熱ワクチン（注１）及び公益社団法人山形県畜産

協会（以下「山形県畜産協会」という。）が発注する動物用ワクチン（注２）の入札等の参

加業者に対し、本日、独占禁止法の規定に基づき排除措置命令及び課徴金納付命令を

行った。 

本件の違反行為の概要は後記第１の３に記載のとおりであり、本件は、豚熱ワクチン

及び動物用ワクチンの入札等の参加業者が、独占禁止法第３条（不当な取引制限の禁止）

の規定に違反する行為を行っていたものである。 

また、一般社団法人全国動物薬品器材協会（以下「全国動薬協」という。）に対し、

本日、後記第２のとおり、要請を行った。 
（注１）「豚熱ワクチン」とは、家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第２条第１項の表２０の項に規

定する豚熱の発生を予防するために豚に接種するワクチンをいう。 

（注２）「動物用ワクチン」とは、家畜の伝染性疾病の発生を予防するために家畜に接種するワクチンをいう。 
 

第１ 排除措置命令及び課徴金納付命令 

１ 違反事業者の概要 

番号 
違反事業者 

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 

１ 
株式会社アグロジャパン 

（2110001004425） 
新潟市江南区曙町五丁目１番３号 

代表取締役 

浅見 毅 

２ 
小田島商事株式会社 

（2400001005237） 
岩手県花巻市卸町66番地 

代表取締役 

小田島 隆 

３ 
ＭＰアグロ株式会社 

（4430001033605） 

北海道北広島市大曲工業団地六丁目

２番地13 

代表取締役 

一柳 孝 

（注３）違反事業者名については、以下「株式会社」の記載を省略する。 

 

 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局東北事務所第一審査課 

        電話 ０２２－２２５－８４２１（直通） 

公正取引委員会事務総局審査局第二審査 

電話 ０３－３５８１－３３８４（直通） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/ 
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２ 排除措置命令及び課徴金納付命令の対象事業者、課徴金額等 

番 

号 
違反事業者 

山形県が発注する豚熱ワクチン 山形県畜産協会が発注する動物用ワクチン 

合計 

排除措置 
命令 

課徴金減免制度の適用 排除措置 
命令 

課徴金減免制度の適用 

 
申請順位

に応じた

減免率 

事件の真相の

解明に資する

程度に応じた

減算率 

 
申請順位

に応じた

減免率 

事件の真相の

解明に資する

程度に応じた

減算率 
課徴金額 課徴金額 

１ アグロジャパン 
○ 

30% 10% 20% 
○ 

－ － － 297万円 
297万円 － 

２ 小田島商事 
○ 

30% 10% 20% 
○ 

30% 10% 20% 270万円 
159万円 111万円 

３ ＭＰアグロ 
－ 

免除 免除 － 
－ 

免除 免除 －  
－ － 

違反事業者数 ３社 ３社 
延べ６社 

（実数３社） 

排除措置命令 

対象事業者 
２社 ２社 

延べ４社 

（実数２社） 

課徴金納付命令 

対象事業者 
２社 １社 

延べ３社 

（実数２社） 

課徴金額 456万円 111万円 567万円 

（注４）表中「排除措置命令」欄の「○」は、その事業者が排除措置命令の対象であることを示している。 

（注５）表中「排除措置命令」欄及び「課徴金額」欄の「－」は、その事業者が排除措置命令又は課徴金納付

命令の対象でないことを示している。 

なお、番号１の事業者は、山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンについて、算出された課徴金の額

が１００万円未満であったため、独占禁止法第７条の２第１項ただし書により課徴金納付命令の対象とは

なっていない。 

（注６）表中「課徴金減免制度の適用」欄及び「申請順位に応じた減免率」欄の「－」は、その事業者が課徴

金減免制度の適用事業者でないことを示している。 

（注７）表中「事件の真相の解明に資する程度に応じた減算率」欄の「－」は、その事業者が調査協力減算制

度の適用事業者でないことを示している。 

 

３ 違反行為の概要 

⑴ 山形県が発注する豚熱ワクチンに係る違反行為（詳細は別添１令和７年（措）

第１号排除措置命令書参照） 

アグロジャパン及び小田島商事の２社（以下「名宛人２社」という。）並びに

ＭＰアグロの３社（以下「３社」という。）は、遅くとも令和２年９月１８日頃

以降、山形県が発注する豚熱ワクチンについて、受注価格の低落防止を図るため 

ア(ｱ) 受注予定者を決定する 

(ｲ) 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 

旨の合意の下に 

イ(ｱ) 令和２年度に調達される豚熱ワクチンについては、３社のうち小田島商事

及びＭＰアグロの２社（以下「特定２社」という。）を受注予定者とした上

で、特定２社それぞれが各総合支庁（山形県の村山総合支庁、最上総合支庁、

置賜総合支庁及び庄内総合支庁をいう。以下同じ。）に提示する見積価格を

同じ価格として、かつ、アグロジャパンが各総合支庁に提示する見積価格を

特定２社よりも高くすることによって、各総合支庁において実施されるくじ
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引き（予定価格の制限の範囲内で最も低い見積価格を提示した者が複数の場

合に、当該者を対象に実施されるもの）において、受注予定者のうちいずれ

か１社が受注できるようにする 

(ｲ) 令和３年度に調達される豚熱ワクチンについては小田島商事を、令和４年

度に調達される豚熱ワクチンについてはアグロジャパンを、令和５年度に調

達される豚熱ワクチンについてはＭＰアグロを、それぞれ受注予定者とし、

受注予定者が提示する入札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者

は、受注予定者が定めた入札価格より高い入札価格を提示する 

ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 

これにより、３社は、公共の利益に反して、山形県が発注する豚熱ワクチンの

取引分野における競争を実質的に制限していた。 

 

⑵ 山形県畜産協会が発注する動物用ワクチンに係る違反行為（詳細は別添２令和

７年（措）第２号排除措置命令書参照） 

３社は、遅くとも令和２年３月２７日頃以降、山形県畜産協会が指名競争入札

の方法により発注する別添２令和７年（措）第２号排除措置命令書別紙１の表記

載の動物用ワクチン（以下「特定動物用ワクチン」という。）について、受注価

格の低落防止を図るため 

ア(ｱ) 品目ごとに受注予定者を決定する 

(ｲ) 受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力する 

旨の合意の下に 

イ 品目ごとに、毎年度、入札が実施される３月時点で山形県畜産協会との間で

単価契約を締結している者を翌年度における当該品目の受注予定者とするこ

とを基本としつつ 

(ｱ) 令和２年度及び令和３年度に調達される特定動物用ワクチンについては、

それぞれ、特定動物用ワクチンの発注見込総額に占める３社それぞれの受

注見込額の割合等を勘案して受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入

札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた

入札価格より高い入札価格を提示する 

(ｲ) 令和４年度及び令和５年度に調達される特定動物用ワクチンについては、

それぞれ、前年度に山形県が調達した豚熱ワクチンを受注した者の当該受

注に係る売上高等を勘案して受注予定者を決定し、受注予定者が提示する入

札価格は、受注予定者が定め、受注予定者以外の者は、受注予定者が定めた

入札価格より高い入札価格を提示する 

ことにより、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにしていた。 

これにより、３社は、公共の利益に反して、特定動物用ワクチンの取引分野に

おける競争を実質的に制限していた。 

 

４ 排除措置命令の概要 

前記３の違反行為（以下「本件違反行為」という。）ごとに、次のとおり排除措

置命令を行った。 

⑴ 名宛人２社は、それぞれ、次の事項を、取締役会において決議しなければなら

ない。 
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ア 本件違反行為を取りやめていることを確認すること。 

イ 今後、相互の間において、又は他の事業者と共同して 

(ｱ) 山形県が発注する豚熱ワクチン 

(ｲ) 特定動物用ワクチン 

について、受注予定者を決定せず、自主的に受注活動を行うこと。 

⑵ 名宛人２社は、それぞれ、前記⑴に基づいて採った措置を、相互に通知すると

ともに、発注者に通知し、かつ、自社の従業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 名宛人２社は、今後、それぞれ、相互の間において、又は他の事業者と共同し

て、前記⑴イの動物用ワクチンについて、受注予定者を決定してはならない。 

⑷ 名宛人２社のうちアグロジャパンは、次のアの事項を行うために必要な措置を、

小田島商事は、次のア及びイの事項を行うために必要な措置を、それぞれ、講じ

なければならない。 

ア 官公需又は特定動物用ワクチンの受注に関する独占禁止法の遵守について

の行動指針の作成並びに自社の役員及び従業員に対する周知徹底（アグロジャ

パンにあっては当該行動指針の自社の役員及び従業員に対する周知徹底） 

イ 官公需又は特定動物用ワクチンの受注に関する独占禁止法の遵守について

の、自社の役員及び従業員に対する定期的な研修 

 

５ 課徴金納付命令の概要 

名宛人２社は、令和７年１０月１４日までに、それぞれ前記２の「課徴金額」欄

記載の額（総額５６７万円）を支払わなければならない。 

 

第２ 全国動薬協に対する要請 

本件違反行為の審査の過程において、３社が、全国動薬協の会員となっている山

形県動物薬品器材協会の会合という名目で本件違反行為に係る話合いを行ってい

た事実等が認められた。 

よって、公正取引委員会は、豚熱ワクチン及び動物用ワクチンを含む動物用医薬

品の卸売業に関連する全国団体である全国動薬協に対し、動物用医薬品の卸売業者

によって本件違反行為と同様の行為が行われることを未然に防止する観点から、本

件違反行為の概要及び独占禁止法の遵守について、会員である各都道府県の動物薬

品器材協会を通じて、動物用医薬品の卸売業者に周知徹底するよう要請した。 


